
１ 目的 
神戸港を発地または着地とするクルーズの乗船前または下船後に、神戸市内の宿泊

施設で宿泊する旅行企画に対して支援を行うことで、クルーズ乗船客の神戸滞在機会

の拡大による神戸経済の活性化を図ることを目的とする。 

 

２ 事業内容 

（１）対象事業 

・日本籍船または外国籍船の神戸港を発地または着地とするクルーズにおいて、乗船

前または下船後に神戸市内の宿泊施設に宿泊する企画であること。 

・なお、「クルーズ」とは、船内での 1 泊以上の宿泊を伴う船旅をいう。ただし、フェ

リー等の定期航路事業は除く。 

（２）対象事業者 

当該商品を販売する旅行会社等（関係法令に適合する資格を有する法人又は団体） 

※クルーズとのセット販売を条件とするため、市内での宿泊のみを販売する事業

者は対象外とする。 

（３）対象要件 

・神戸市内の宿泊施設での宿泊を伴う旅行企画であること。 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止にあたり、各関連業界の感染拡大予防ガイドラ

インの遵守を徹底するとともに、新しい旅のエチケットなど旅行者自身が感染防止

のために留意すべき事項の周知、促進を行うこと。なお、これを怠ったと判断した

場合は交付対象外とする。（今後、新型コロナウイルス感染症が収束したと神戸観光

局が認めた場合は、この限りではない。感染症法における当該疾病の分類が五類感

染症へ移行された場合も、継続して感染防止には取り組むこと。） 

（４）補助金の額 

・神戸市内での宿泊にかかる経費について、ツアー1 回あたりの催行人数に応じて、

次の補助金を上限として助成する。 

  催行人数  １人～10 人  1 人につき 3,000 円 

            11 人～20 人  1 人につき 3,500 円 

       21 人以上    1 人につき 4,000 円（上限 12 万円） 

・助成は予算の範囲内で行う。 

３ 申請手続き 

（１）申込方法 

・「神戸港発着クルーズ乗船前下船後神戸市内宿泊補助金」利用申込書（様式 1）を、

神戸港発着クルーズ乗船前下船後神戸市内宿泊補助金 実施要領（令和 5 年度） 



一般財団法人神戸観光局港湾振興部（事務局）に提出する。締め切りは、対象企画

の催行開始前日までとする。 

・PDF 化した利用申込書を指定メールアドレス宛に E-MAIL で送付し、事務局から受

け取った旨の回答を行った時点で申し込み完了とする。 

・各実施期間の申込期限は下記（３）のとおりとする。 

・申し込み完了後に、申込内容の変更・中止等が生じた場合は、すみやかに事務局へ

届け出ること。 

（２）完了報告 

・申請者は、ツアー催行後すみやかに「神戸港発着クルーズ乗船前下船後神戸市内宿

泊補助金」事業完了届（様式 2）を一般財団法人神戸観光局港湾振興部に提出する。

提出方法については（１）と同様に PDF 化したものを E-MAIL で送付すること。 

・その際、市内宿泊施設への宿泊が確認できる書類（領収書等）を添付することとす

る。 

※上記の添付書類の準備が難しい場合は、事前に宿泊証明書（様式 3）を用意し、宿泊

時に宿泊施設から証明を受け、提出書類とする。 

※必要書類の提出が全て揃ったところで完了報告の受付とし、事務局より受付完了の連

絡を行う。（なお、事実確認のため当該宿泊施設に問い合わせる場合がある） 

（３）承認・支払い 

・一般財団法人神戸観光局港湾振興部は、提出書類を審査の上、交付金額を確定し、

申請者へ通知する。 

・交付額確定の通知を受けた申請者は、すみやかに「神戸港発着クルーズ乗船前下船

後神戸市内宿泊補助金」請求書（様式４）を一般財団法人神戸観光局港湾振興部に

提出すること。提出方法については（１）と同様に PDF 化したものを E-MAIL で送

付すること。 

・補助金は、予算の範囲内で四半期ごとに交付する。 

・ツアー実施期間、完了報告書提出期限及び補助金交付については以下のとおりとす

る。 

 

ツアー実施期間 申込期限*1 完了報告書提出期限 補助金交付 

4 月～6 月 6 月末日 7 月末日 8 月末日 

7 月～9 月 9 月末日 10 月末日 11 月末日 

10 月～12 月 12 月 28 日 1 月末日 2 月末日 

1 月～3 月 3 月 15 日 3 月 25 日 4 月末日 

*1 ツアー開始日の前日までに申込書を提出のこと。 
※各対象期間の期限を過ぎて完了報告書が提出された場合は助成対象外とする。 
※各曜日が事務局の休業日並びに祝祭日の場合は、その直前の営業日までとする。 



 
附 則 
（施行期日） 

この要領は、令和５年 4 月 1 日から施行する。 


